
開発許可申請等手数料一覧 

 

■ 開発行為許可申請手数料（法第 29条第 1項） 

開発区域の面積 

（ｈａ） 

予定建築物が自己

の居住の用に供さ

れるもの 

（自己居住用） 

予定建築物等が自己

の業務の用に供され

るもの 

（自己業務用） 

その他 

（非自己用） 

0.1未満 ９，１００円 １４，０００円 ９１，０００円 

0.1以上 0.3未満 ２３，０００円 ３２，０００円 １４０，０００円 

0.3以上 0.6未満 ４５，０００円 ６８，０００円 ２００，０００円 

0.6以上 1.0未満 ８９，０００円 １２５，０００円 ２８０，０００円 

1.0以上 3.0未満 １３５，０００円 ２１０，０００円 ４２０，０００円 

3.0以上 6.0未満 １８０，０００円 ２８０，０００円 ５５０，０００円 

6.0以上 10.0未満 ２３０，０００円 ３６０，０００円 ７１０，０００円 

10.0以上 ３２０，０００円 ５１０，０００円 ９３０，０００円 

 

■ 開発行為変更許可申請手数料（法第 35条の 2第 1項） 

変更理由 手数料 

（1）設計変更 開発区域の面積に応じ上記表に

規定する額の 1/10 
（1）（2）（3）の額の

合 算 額 （ た だ し

930,000 円を超えな

い範囲とする。） 

（2）新たな土地開発区

域への編入による変更 

新たに編入される面積に応じた

上記表に規定する額 

（3）その他の変更 １０，５００円 

 

■ 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料（法第 41条第 2項） 

４８，０００円 

 

■ 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料（法第 42条第 1項） 

２７，０００円 

 

■ 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 

（法第 43条第 1項） 

敷地の面積（ｈａ） 手数料 

0.1未満 ７，１００円 

0.1以上 0.3未満 １９，０００円 

0.3以上 0.6未満 ４２，０００円 

0.6以上 1.0未満 ７４，０００円 

1.0以上 １０７，０００円 



 

■ 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料（法第 45条） 

承認申請の種類 手数料 

自己居住用、自己業務用（1.0ha未満） １，８００円 

自己業務用（1.0ha以上） ２，９００円 

非自己用 １８，０００円 

 

■ 開発登録簿の写しの交付手数料（法第 47条第 5項） 

５２０円 

 

■ 開発行為又は建築等に関する証明証の交付手数料（都市計画法施行規則第 60条） 

６，４００円 

 


